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国民が参加しやすい裁判の実現に向けて
～ 公 判 前 整 理 手 続 の 導 入 ～

　国民の皆さんにも分かりやすく，迅速な審理を行うためには，入念に裁判

の準備をすることが必要です。そのために，平成17年11月1日から公判前整

理手続が新たに導入されます。

　公判前整理手続では，まず，検察官と弁護人が，互いの主張を出し合い，

必要な証拠を数ある証拠の中から選
え

りすぐって裁判所に請求します。裁判所

は，双方から出された主張を整理し，真に争いがあるところを絞り込み，そ

の争点を中心に，本当に必要な証拠だけについて取調べを行う決定をします。

その際には，どのような証拠調べの方法が裁判員にとって最も分かりやすく

なるかということも検討されます。例えば，書類に頼らないで，必要に応じ

て図面や模型などを使いながら証人から話を聞くというようなことを決める

などします。

　その上で，審理を行う日程や，証拠調べに当てる時間，証人を尋問する時

期などを調整し，判決までのスケジュールを立てます。

　公判前整理手続を活用することにより，争点を中心にした分かりやすく充

実した審理を，短期間に計画的に行うことが可能になるのです。

　平成21年までに裁判員制度が始まります。

　裁判員制度は，国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもら

い，被告人が有罪かどうか，有罪の場合どのような刑にするかを裁判官

と一緒に決めてもらう制度です。法律の専門家ではない国民の皆さんが

裁判に加わることで，裁判の内容が国民の皆さんの感覚を反映したもの

になり，司法がより身近なものになることが期待されています。

裁 判 員 制 度 と は？

公 判 前 整 理 手 続

裁判員の参加する刑事裁判の流れ
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裁判員に来ていただく手続

ナビゲーション裁判員制度 （解説編）
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証拠の量を減らす 書 証 中 心 の 証 拠
調 べ の 見 直 し

審 理 期 間 の
大 幅 な 短 縮

　裁判員の参加する刑事裁判では，普段は裁判と関わることの少ない国民

の皆さんに刑事裁判に参加していただくことになるわけですから，裁判官，

検察官，弁護人といった法律の専門家が中心となって行ってきたこれまで

の刑事裁判とは，その内容や進め方が大きく変わることになります。

裁判員制度の下での
刑 事 裁 判 の 姿

こ れ ま で の 刑 事 裁 判

裁判員の参加する刑事裁判

争 点 を 絞 っ て 審
理をコンパクトに

＜具体的なイメージ＞

事件で真に争いと

なっているところ

（争点）のほかに，

事件に至る経緯や事

件後の状況等の事実

関係についても広く

審理の対象とされる

ことがありました。

たくさんの証拠が取

り調べられていまし

た。

証拠の多くが書類で

あり，裁判官がこう

した書類を読み込ん

で理解していました。

ごく一部ではありま

すが，審理の回数が

多く，その間隔も開

いているため，裁判

が長期化する事件も

ありました。

公判前整理手続にお

いて争点はどこかを

明確にした上で，争

点に絞ったメリハリ

のある審理を行いま

す。そうすることで，

裁判員が争点につい

ての判断をしやすく

なります。

争点の判断に必要不

可欠な証拠に絞って

取調べが行われるこ

とになります。

法廷での審理で見た

り聞いたりすること

によって理解できる

ようにします。例え

ば，実際に法廷に証

人に来てもらい，直

接その人の口から証

言してもらうという

やり方が増えると思

われます。

事前に審理の予定を

きちんと定めて，審

理の回数を限定し，

かつ，裁判をできる

だけ連日行うことに

より，裁判に要する

期間が格段に短くな

ります。




